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学
び
の
系
譜
1　

大
学
の
源
流

　

イ
ギ
リ
ス
の
ミ
ド
ル
テ
ン
プ
ル
に
学
ん
だ
増
島
六
一
郎
が
中
心

と
な
り
同
志
を
糾
合
し
て
設
立
し
た
英
吉
利
法
律
学
校
は
、「
邦

語
ヲ
以
テ
英
吉
利
法
律
学
ヲ
教
授
シ
其
実
地
応
用
ヲ
修
練
セ
シ
ム

ル
」
法
律
学
校
と
し
て
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
七
月
に
東
京

府
か
ら
認
可
さ
れ
た
。

　

当
時
の
諸
学
校
に
お
い
て
外
国
法
を
教
授
す
る
場
合
、
外
国
語

に
よ
る
授
業
（
正
則
）
と
日
本
語
に
よ
る
授
業
（
変
則
）
の
両
教

授
法
が
行
わ
れ
て
い
た
。
教
授
層
の
重
要
部
分
を
お
雇
い
外
国
人

に
依
拠
し
て
い
た
当
時
の
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
外
国
語
に
よ
る
授

業
が
重
要
視
さ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
が
、
日
本
人
法
学
者
が

増
加
す
る
に
つ
れ
て
、
日
本
語
に
よ
る
授
業
の
必
要
性
も
認
識
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　

た
と
え
ば
、
穂
積
陳
重
・
土
方
寧
・
菊
池
武
夫
ほ
か
三
人
の
建

議
に
よ
り
八
三
年
に
設
置
さ
れ
た
東
京
大
学
法
学
部
別
科
法
学
科

で
は
、
当
初
か
ら
日
本
語
に
よ
る
法
学
教
授
を
採
用
し
て
い
る
。

同
科
は
、
い
わ
ゆ
る
「
三
百
代
言
」
に
代
わ
る
実
務
型
代
言
人
の

養
成
を
目
的
と
す
る
東
京
大
学
法
学
部
の
付
設
機
関
で
、
効
率
的

な
養
成
を
実
現
す
る
た
め
に
は
日
本
語
授
業
が
不
可
欠
と
い
う
前

提
に
た
っ
て
学
科
課
程
が
編
成
さ
れ
て
い
た
。

　

同
科
の
教
授
法
は
、
穂
積
の
強
い
意
向
を
反
映
し
た
も
の
で

あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
東
京
大
学
の
学
内
改
革
の
一
環
と

し
て
付
設
諸
機
関
の
整
理
が
断
行
さ
れ
た
た
め
、
八
五
年
四
月
に

は
廃
止
が
確
定
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
、
英
吉
利
法
律
学
校
で
も
日
本
語
に
よ

る
教
授
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
穂
積
・
土
方
・
菊
池

ら
別
科
法
学
科
設
立
メ
ン
バ
ー
が
英
吉
利
法
律
学
校
の
創
設
計
画

に
参
画
し
た
関
係
で
、
同
科
の
教
授
法
が
継
承
さ
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
穂
積
ら
の
意
向
は
、
英
吉
利
法
律
学

校
校
則
第
一
条
に
み
え
る
「
日
本
語
に
よ
る
英
法
教
授
」
の
規
程

に
結
実
し
、
同
校
の
法
学
教
育
を
特
色
づ
け
た
と
い
え
る
。

　

し
か
し
、
増
島
が
構
想
し
て
い
た
法
学
教
育
に
は
、
さ
ら
に

続
き
が
あ
っ
た
。
同
年
九
月
の
英
吉
利
法
律
学
校
開
校
式
に
お
い

て
、
彼
は
「
本
校
特
別
の
利
益
あ
り
東
京
英
語
学
校
の
同
邸
内
ニ

あ
り
て
法
律
学
生
ハ
少
額
の
月
謝
ニ
て
之
を
兼
修
す
る
の
便
あ
り

後
来
英
語
を
以
て
英
吉
利
法
律
を
教
授
す
る
の
時
あ
ら
む
」
と
、

英
語
で
挨
拶
し

て
い
る
。

　

東
京
英
語
学

校
は
、
現
在
の

日
本
学
園
高
等

学
校
の
前
身

で
、
英
吉
利
法

律
学
校
と
同
時

に
設
置
を
認
可

さ
れ
、英
語
学
・

数
学
・
漢
文
の

三
科
を
教
授
、

初
代
校
長
は
増

島
自
身
が
務
め

て
い
た
。
彼
の

夢
は
、
東
京
英

語
学
校
に
よ
り

基
礎
的
な
英
語
力
を
培
い
、
将
来
的
に
英
吉
利
法
律
学
校
内
に
純

然
た
る
「
英
語
に
よ
る
英
法
教
授
」
の
課
程
を
設
置
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
増
島
構
想
実
現
の
た
め
に
は
、
新
課
程
増
設
に
対
応
す
る

施
設
拡
充
が
必
要
で
あ
り
、
授
業
に
用
い
る
法
律
原
書
を
収
蔵
す

る
た
め
の
法
律
書
庫
設
置
が
不
可
欠
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
が
、
そ
の
機
会
は
意
外
な
ほ
ど
早
く
訪
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

英
吉
利
法
律
学
校
の
経
営
は
開
校
時
か
ら
順
調
で
あ
り
、
八
七

年
段
階
の
記
録
で
は
千
七
百
余
人
の
学
生
を
数
え
る
ほ
ど
の
興
隆

を
み
せ
て
い
る
。
ま
た
、
法
律
書
の
収
集
も
急
ピ
ッ
チ
で
進
め

ら
れ
、
同
年
に
は
原
書
一
七
〇
部
・
訳
書
二
九
五
部
・
原
書
翻
刻

一
〇
、〇
八
五
部
の
蔵
書
を
数
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
開
校
時

の
校
舎
は
手
狭
と
な
り
、
八
六
年
六
月
に
は
校
舎
の
増
築
が
行
わ

れ
て
、
法
律
書
庫
も
設
置
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
、
構
想
実
現
の
条
件
が
整
い
、
学
科
課
程
の
改
正
が
断

行
さ
れ
た
。
従
来
の
「
日
本
語
に
よ
る
英
法
教
授
」
課
程
は
第
一

科
（
邦
語
科
）
と
さ
れ
、
新
た
に
原
書
を
用
い
た
教
授
課
程
と
し

て
第
二
科
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
第
二
科
こ
そ
、
増
島
構
想
に
も

と
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
英
吉
利
法
律
学
校
原
書
科
で
あ
る
。

0 2 0

英
吉
利
法
律
学
校
原
書
科
の
設
置
（
一
）

原書科と法律書庫の設置を告げる生徒募集広告（『明法志林』第 118号）
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一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
六
月
に
設
置
さ
れ
た
英
吉
利
法
律

学
校
第
二
科
（
原
書
科
）
は
、
英
語
を
用
い
た
法
学
教
育
を
実
践

し
よ
う
と
す
る
初
代
校
長
増
島
六
一
郎
の
構
想
が
実
現
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。

　

同
科
の
設
置
準
備
は
、
増
島
と
と
も
に
英
吉
利
法
律
学
校
の
経

営
に
あ
た
っ
た
幹
事
渡
辺
安
積
が
担
当
し
、
同
月
二
十
五
日
発
刊

の
『
明
法
志
林
』（
第
一
一
八
号
）
紙
上
に
設
置
広
告
が
掲
載
さ

れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
従
来
の
課
程
は
第
一
科
（
通
常
科
あ
る
い

は
邦
語
科
）
と
さ
れ
、
同
校
の
法
学
教
育
は
二
系
統
に
分
科
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

第
二
科
（
原
書
科
）
は
三
年
間
の
課
程
と
さ
れ
、
翌
年
三
月
に

公
表
さ
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
よ
る
と
、
第
一
科
（
邦
語
科
）
の

教
科
内
容
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
第
一
学
年
に

は
「
法
律
原
論
」
等
八
教
科
が
、第
二
学
年
に
は
「
訴
訟
法
」・「
擬

律
擬
判
」・「
判
決
例
」
等
一
〇
教
科
が
、
第
三
学
年
に
は
「
法
理

学
」・「
羅
馬
法
」・「
国
際
公
法
」・「
国
際
私
法
」
等
九
教
科
が
配

置
さ
れ
、
全
体
と
し
て
基
礎
法
学
か
ら
実
用
法
学
に
進
み
、
さ
ら

に
法
哲
学
・
国
際
法
に
広
が
る
教
育
内
容
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

両
科
の
違
い
は
使
用
す
る
教
科
書
に
あ
り
、
第
二
科
で
は
名
称
通

り
原
書
が
教
科
書
と
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
れ
ら
の
原
書
は
、
丸
善
な
ど
の
書
店
を
通
じ
て
諸
外
国
か
ら

購
入
し
、
国
文
社
な
ど
か
ら
講
義
録
と
し
て
原
文
出
版
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
同
科
と
と
も
に
設
置
さ
れ
た
英
吉
利
法
律
学
校
の
法

律
書
庫
充
実
に
結
び
つ
い
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
絶
対

数
が
不
足
し
た
ら
し
く
、
幹
事
の
渡
辺
は
帝
国
大
学
総
長
渡
辺
洪ひ
ろ

基も
と

に
蔵
書
の
交
換
や
借
用
を
請
願
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
基
礎
教
育
と
な
る
英
語
学
に
つ
い
て
は
、
増
島
が
校
長

を
兼
任
し
て
い
る
東
京
英
語
学
校
の
英
語
教
師
が
担
当
し
、
そ
の

他
に
も
イ
ー
ス
ト
レ
ー
キ
（
博
言
学
士
）、
シ
ド
モ
ー
ル
（
米
国

法
律
学
士
）、
リ
ッ
チ
フ
ィ
ー
ル
ド
（
バ
リ
ス
タ
ー
）
と
い
っ
た

外
国
人
教
師
を
擁
し
て
い
た
。

　

第
二
科
（
原
書
科
）
の
設
置
は
、
他
の
私
立
法
律
学
校
に
は
見

ら
れ
な
い
斬
新
な
試
み
で
あ
っ
た
が
、
開
設
と
同
時
に
四
〇
人
の

生
徒
が
入
学
し
、
翌
年
十
月
に
は
第
一
学
年
一
八
三
人
、
第
二
学

年
二
九
人
に
増
加
す
る
ほ
ど
の
好
評
を
博
し
て
い
る
。
こ
の
人
数

は
、第
一
科
（
邦
語
科
）
の
同
学
年
生
徒
数
の
約
半
数
に
相
当
し
、

同
科
が
英
吉
利
法
律
学
校
の
法
学
教
育
を
特
徴
づ
け
る
学
科
と
し

て
急
成
長
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
一
見
順
調
に
実
現
し
た
よ
う
に
み
え
る
増

島
構
想
は
、
八
九
年
二
月
の
大
日
本
帝
国
憲
法
発
布
を
契
機
と
し

て
、
大
き
な
つ
ま
ず
き
を
み
せ
る
。
明
治
政
府
は
、「
万
国
対
峙
」

を
目
指
し
て
国
内
法
の
整
備
を
急
ぐ
反
面
、「
私
立
法
律
学
校
特

別
監
督
条
規
」
や
「
特
別
認
可
学
校
規
則
」
な
ど
の
政
策
を
通
し

て
私
立
法
律
学
校
に
法
制
官
僚
養
成
の
一
翼
を
担
わ
せ
よ
う
と
し

た
た
め
、
国
内
法
中
心
の
法
学
教
育
が
一
般
に
重
視
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ

る
。

　

英
吉
利
法
律
学

校
で
も
、
憲
法
発

布
に
対
応
す
る
た

め
十
月
に
東
京
法

学
院
と
校
名
を
改

称
し
、
翌
年
に
は
学
則
を
改
正
し
て
「
法
律
及
一
般
政
治
思
想
ノ

養
成
ヲ
目
的
ト
シ
本
邦
制
定
ノ
法
律
並
ニ
経
済
ニ
関
ス
ル
学
術
ヲ

教
授
ス
」
る
学
校
へ
と
変
身
し
て
い
る
。

　

確
か
に
、
校
名
改
称
と
と
も
に
英
吉
利
法
律
学
校
第
二
科
（
原

書
科
）
は
東
京
法
学
院
英
語
法
学
科
へ
と
改
編
さ
れ
、
さ
ら
に
専

門
学
校
令
に
準
拠
し
た
東
京
法
学
院
大
学
と
な
る
一
九
〇
三
（
明

治
三
十
六
）
年
ま
で
存
続
し
た
。
し
か
し
、
の
ち
に
東
京
法
学
院

へ
の
改
称
問
題
が
「
今
後
学
生
ノ
主
ト
シ
テ
攻
修
ス
ヘ
キ
ハ
此
等

ノ
法
典
（
＝
国
内
法
）
ニ
シ
テ
外
国
法
ノ
研
究
ハ
自
ツ
カ
ラ
之
ヲ

第
二
位
ニ
置
カ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
従
テ
英
法
専
攻
ノ
意
ヲ
表
示
ス
ル

校
名
ハ
修
学
ノ
実
ニ
伴
ハ
サ
ル
ニ
至
リ
タ
リ
」
と
説
明
さ
れ
る
よ

う
に
、
英
語
法
学
科
は
国
内
法
研
究
に
従
属
す
る
教
育
課
程
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
る
学
科
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　

帝
国
憲
法
の
発
布
は
、
増
島
構
想
を
否
定
し
、
英
吉
利
法
律
学

校
の
最
も
特
徴
的
な
法
学
教
育
を
骨
抜
き
に
す
る
契
機
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
た
か
も
英
法
の
普
及
と
実
地
応
用
を
目

指
し
た
英
吉
利
法
律
学
校
第
二
科
（
原
書
科
）
の
終
焉
を
象
徴

す
る
か
の
よ
う
に
、
一
八
九
一
年
四
月
、
増
島
は
東
京
法
学
院
院

長
の
職
を
突
如
辞
し
、
同
校
の
経
営
か
ら
身
を
引
い
た
の
で
あ
っ

た
。
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英
吉
利
法
律
学
校
原
書
科
の
設
置
（
二
）

増島六一郎
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